
 
令和 4 年度 索道安全報告書 
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長治観光株式会社 

ファンタジア第 1 リフト A 線・B 線（ペアリフト 693m） 

ファンタジア第 2 リフト（ペアリフト 382m） 

スキー場全景 

チャイニーズダウンヒルコース 

ダフィーコース 

ロイヤルクリスティーコース 



1 基本方針と安全目標 

1） 基本方針 

① 一致団結して輸送の安全確保に努めます。 

② 輸送の安全に関する法令及び関連する規程をよく理解するとともに、これを遵守

し、厳正、忠実に職務を遂行します。 

③ 常に輸送の安全に関する状況を理解するように努めます。 

④ 職務の遂行にあたり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義のあるときは最も

安全と思われる取扱いをします。 

⑤ 事故、災害等が発生した時は、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切

な処置をとります。 

⑥ 情報は漏れなく迅速、正確に伝え、透明性を確保します。 

⑦ 常に問題意識を持ち、必要な変革に果敢に挑戦します。 

2） 安全目標 

索道運転事故件数ゼロを目標とします。 
本年度は目標を達成しました。 
引き続き一致団結して目標に向けて安全輸送に取り組む所存です。 

2 事故の発生状況とその再発防止措置 

1） 索道運転事故（索道人身傷害事故） 
令和元年度について、索道事故の発生はありません。尚、昭和 61 年オープン以来事

故の発生はありません。 
※平成 30 年に索道協会より 30 年無事故表彰を頂きました。 

2） 災害（地震・風雪・豪雪など） 
令和 4 年度、について災害発生はありません。 

3） インシデント（事故の兆候） 
令和 4 年度、国土交通省へのインシデント等はありません。 

4） 行政指導等 
令和 4 年度について、行政指導等はありません。 
 



 

3 輸送の安全確保のための取り組み 

1） 研修会等の参加 

輸送の安全に関する法令及び関連する規程、機械設備の取扱いに関する知識習

得の為、索道技術管理者及び索道技術管理員が以下の研修会に参加いたしました。 

 東北索道協会主催 索道技術管理者研修会 
令和 5 年 9 月 仙台にて行いました。 

2） 緊急時対応訓練 

毎年、具体的事例を想定し、季節従業員を含む索道係員による救助訓練を実施し

ております。 
本年度は以下のとおり実施いたしました。 

 令和 4 年 12 月 23 日（金）第 1 リフト A 線不具合による救助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 安全管理のための支出 

安全管理・施設維持のため、毎年計画的に施設修繕を行っております。 
本年度は以下のとおり実施いたしました。 

・ 第２リフトステージスロープ板張り替え 

・第１リフト A 線・B 線・第２リフト減速機、油圧緊張オイル交換 

・C 型止め輪交換 



4 当社の安全管理体制 

社長をトップとする安全管理組織を構築し、各責任者の責務を明確にしております。 

 

 

  

代表取締役 輸送の安全確保に関する最終的な責任を負う。 

安全統括管理者 索道事業の安全確保に関する業務を統括する。 

索道技術管理者 安全統括管理者の指揮の下、索道の運行の管理、索道施設の

保守管理、その他技術上の事項に関する業務を統括管理す

る。 

索道技術管理員 索道技術管理者の業務を補助する。 

代表取締役 
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＜ 組織図 ＞ 



5 終わりに 

より安全・快適なサービスを提供させていただく為に、日頃より全ての従業員の安全へ

の意識を高め、業務の再確認と改善の努力を継続させるとともに、お客様からお寄せいた

だいた声を真摯に受け止め、ご期待に応えられるよう努めてまいります。 
この報告書を今年度の安全報告書とさせて頂きます。 

6 連絡先 

安全報告書のご感想、弊社の安全への取り組みに対するご意見をお寄せ下さい。 
 

 
〒969-2696 

福島県耶麻郡猪苗代町リステルパーク 

長治観光株式会社 

リステルスキーファンタジア 
 
TEL：  0242-66-4111 
FAX：  0242-66-4111 
E-mail： skifantasia@listel.co.jp 
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